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○
道
路
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
の
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
技
術
的
基
準
等
）

（
道
路
の
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
技
術
的
基
準
等
）

第
四
条
の
五
の
五

令
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

第
四
条
の
五
の
五

令
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
道
路
の
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
技
術
的
基
準
そ
の
他
必
要
な
事
項
は

る
道
路
の
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
技
術
的
基
準
そ
の
他
必
要
な
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

橋
、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
の
道
路
と
独
立
行

（
新
設
）

政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本

高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
若
し
く
は
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
又
は

軌
道
経
営
者
の
新
設
軌
道
と
が
立
体
交
差
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
鉄

道
又
は
当
該
新
設
軌
道
の
上
の
道
路
の
部
分
の
計
画
的
な
維
持
及
び
修

繕
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸

施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返

済
機
構
、
当
該
鉄
道
事
業
者
又
は
当
該
軌
道
経
営
者
と
の
協
議
に
よ
り

、
当
該
道
路
の
部
分
の
維
持
又
は
修
繕
の
方
法
を
定
め
て
お
く
こ
と
。


